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仙台塩釜港における航泊禁止の一部解除について

津波被災に伴い仙台塩釜港では、同港に出入りする船舶の安全を確保するた

め、航泊禁止措置を取っていますが、水路測量の結果、仙台塩釜港内の塩釜区

貞山堀から東宮ふ頭へ向かう接続海域の水深が海図の記載どおりであることが

確認されたことから、下記のとおり船舶等に対する航泊禁止措置の一部を解除

しましたのでお知らせします。

なお、供用にあたっては、平成２３年４月１２日付け仙台塩釜港長公示第４

号に従ってください。

また、当該海域における水深等の詳細な情報については、港湾管理者（宮城

県）にお問い合わせください。

記

１ 航泊禁止解除日時

平成２３年４月１２日（火）午後３時３０分

２ 航泊禁止解除区域等

仙台塩釜港（塩釜区）

貞山堀から東宮ふ頭へ向かう接続海域（日出時から日没までの間）

【別添参照】

３ 対象船舶

、 。復旧岸壁の供用については 港湾管理者が認める船舶が対象となります

４ その他

(1) 仙台塩釜港港内全域は、４月３０日までの日没から日出の間におけ

る航泊禁止措置継続

(2) 仙台区の－１７ｍ水路については、暫定水深－13.2ｍで継続運用



仙台塩釜港（塩釜区）

【航泊禁止区域解除】
貞山堀から東宮ふ頭へ向かう接続水域

【参考】

仙台塩釜港（仙台区）

【参考】

暫定水深－１３．２ｍ


